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No.264
・燃料の最大溶融割合の定義を明確にするとともに、30％で制限する根拠につい
て技術資料中に説明を加えること。また、燃料溶融割合の運転段階での管理方
法についても説明すること。

・燃料を溶融させるのは「先行試験用要素（酸化物燃料）」で、計画的に燃料を溶融
させる場合、熱設計基準値及び熱的制限値を「燃料の最大溶融割合」で定める。

・燃料の溶融割合は、径方向の断面積割合で定義する。溶融割合の軸方向最大を最大
用融割合とする。

・照射燃料集合体の熱設計基準値は、被覆管の溶融破損防止の観点から燃料最高温度
に係る熱設計基準値を定めている。

・燃料の最大溶融割合も同様に被覆管の溶融破損防止の観点から設定。
・熱的制限値は、運転時の異常な過渡変化時に熱設計基準値を超えない通常運転時の
制限として設定している。

・保安規定には、運転計画書の確認事項として燃料集合体の熱的制限値を確認するこ
とを明確に記載する。

→詳細を「照射燃料集合体の熱設計」にて説明する。

→運転管理段階の管理方法については、No.266の回答の詳細説明「設工認段階及び
運転段階の管理方法」にて説明する。



（照射燃料集合体の熱設計）
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照射燃料集合体に係る熱設計基準値の設定の基本方針

【基本方針】

・炉心燃料集合体と同じ方針に則り、熱設計基準値を設定する。

「熱設計基準値」＝許容設計限界

燃料の許容設計限界：原子炉の設計と関連して、燃料の損傷が安全設計
上許容される程度であり、かつ、継続して原子炉施
設の運転をすることができる限界であって、燃料要
素の仕様、原子炉の運転状態から定まる燃料要素の
使用条件と、燃料の「故障」の形態等から定められ
る。

※燃料の故障、評価基準、設定理由の考え方は炉心燃料集合体と同じ

・照射燃料集合体は、その試験目的に応じて仕様を決定し、設工認を取得する
ものであり、熱出力の変更による影響は、当該審査時に評価されるため、既
許可の熱設計基準値に変更は生じない。
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照射燃料集合体に係る熱設計基準値の設定の考え方（1/2）
4

冷却機能喪失事象 過出力（反応度挿入）事象

冷却材温度上昇 被覆管温度上昇 燃料温度上昇

冷却材沸騰 内圧上昇 ペレットの溶融・膨張

被覆管焼損 被覆管の内圧破損 被覆管の溶融破損

（燃焼が進んでなく、
内圧が小さい場合）

【設定理由】
被覆管の焼損防止

【評価基準】
炉心ナトリウム温度＜ナトリウム沸点
（冷却材の沸騰防止）

→冷却材温度に係る熱設計基準値

【設定理由】
被覆管の内圧破損防止

【評価基準】
被覆管最高温度＜制限値

→被覆管温度に係る熱設計
基準値

【設定理由】
燃料溶融による被覆管の機械的損傷防止

【評価基準】
燃料最高温度＜燃料融点
（燃料の溶融防止）
又は
燃料最大溶融割合＜制限値

→燃料温度（又は燃料最大溶融割合）に係
る熱設計基準値

（燃焼が進んで、
内圧が高い場合）

（1次冷却材流量
減少事象等）

（出力運転中の制御棒の
異常な引抜き事象等）
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照射燃料集合体に係る熱設計基準値の設定の考え方（2/2）

①冷却材温度に係る熱設計基準値
【炉心燃料集合体】

絶対に冷却材を沸騰させることがないように裕度を持って設定する。
【照射燃料集合体】

どの特殊燃料要素、試験用要素に対しても、冷却材沸騰に対する照射試験上の要求はな
いため、炉心燃料集合体と同様に設定する。

②燃料温度に係る熱設計基準値
【炉心燃料集合体】

絶対に燃料を溶融させることがないように裕度を持って設定する。
【照射燃料集合体】

燃料照射で炉心燃料集合体のように大きな裕度を持つと、溶融に対する限界を見極める
試験ができなくなる事情がある。燃料照射試験を実施する目的を踏まえ、裕度を切り詰め
て設定する。

③被覆管温度に係る熱設計基準値
【炉心燃料集合体】

炉心設計を踏まえて設定された熱的制限値に対して過渡時に破損しないよう設定する。
【照射燃料集合体】

炉心燃料集合体と異なり熱的制限値は各燃料要素での開発目標を踏まえて設定されるが、
熱的制限値に対して過渡時に破損しないように熱設計基準値を設定する点は炉心燃料集合
体と同様である。



酸化物燃料における燃料温度に関する熱設計基準値の設定
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【燃料材の主要仕様】

種類 Pu含有率

プルトニウム・ウラン混合酸化物燃料 32wt%以下

 

融点(ノミナル)：約 2720℃ 

熱設計基準値：2680℃ 

融点(初期条件)：約 2750℃ 

 

・ Pu含有率：32 wt.% (増加により融点低下の傾 
 向、製造上の最大値想定) 
・ Am含有率：2 wt.% (増加により融点僅かに低下 
 の傾向)※ 
・ O/M比： 2.00 (低下により融点上昇、 
 保守的に最も低い 2.00想定) 

・ 再分布 (燃料温度が最も高くなる燃料中心部 
 への影響) 

- Pu含有率： 最大の 1.3倍* → 42 wt.% 
- Am含有率： 最大の 1.5倍* → 3 wt.% 
- O/M比： 中心で製造時より低下 → 保守的 
 に 2.00 
 約 2685℃ 

照射効果による低下： 約 30℃ 

測定の不確かさ： 35℃ 

* 再分布量は線出力条件が近い過去の照射試験データ 
に基づく値 

・ サーマルアレスト法融点測定による不確かさ： ±35℃ 
  [内訳] 
- 温度校正に関する不確かさ： ±20℃ 
- 加熱曲線読み取りに関する不確かさ： ±15℃ 

 

・ 数値を丸めて基準値を設定 

※Am 含有率は、設工認において製作する燃料集合体に使用する Pu 組成がわかった段階で、使用予定範囲で 241Pu の崩壊も踏まえて

制限をかける 



7酸化物の燃料温度に関する熱設計基準値の設定の変更

従来 今回の変更

備考
炉心燃料要素

Ⅲ型特殊燃料
要素

炉心燃料要素
Ⅲ型特殊燃料

要素

Pu含有率 ～40wt% ～40wt% ～42wt% ～42wt% 照射による再分布を考慮

O/M比 ～1.99 ～1.97 ～2.00 ～2.00
融点に関する最新知見を反映
し、炉心燃料要素とⅢ型特殊
燃料要素の設計条件を統一

Am含有率 未考慮 未考慮 ～3wt% ～3wt% 照射による再分布を考慮

融点測定
データ

E.A.Aitkenらの
データ*1,2

E.A.Aitkenらの
データ*1,2

加藤らの
データ*3

加藤らの
データ*3 最新知見の反映

融点 2,675℃≦ 約2,710℃ 約2,720℃ 約2,720℃

測定誤差 25℃ 25℃ 35℃ 35℃

(2,650℃≦) (約2,685℃) (約2,685℃) (約2,685℃) 測定誤差を考慮した融点

熱設計
基準値

2,650℃ 2,680℃ 2,650℃ 2,680℃
融点に関する最新知見反映で
生じた裕度を安全裕度として
確保

＊1：E.A. Aitken and S.K. Evans,“A Thermodynamic Data Program Involving Plutonia and Urania at High Temperatures, Quartely Report No.4”,
GEAP-5672 ,1969.

＊2：E.A. Aitken and S.K. Evans,“A Thermodynamic Data Program Involving Plutonia and Urania at High Temperatures, Quarterly Report No.16”,
GEAP-12229,1971.

＊3：加藤ら、「高速炉燃料の熱物性評価－融点と熱伝導率－」、JAEA-Technology,2006-049,2006年.
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酸化物燃料を溶融させる場合の熱設計基準値の設定

【被覆管過大歪の防止】

・被覆管の過大歪（燃料の「故障」）に対して、燃料溶融に
よる被覆管の機械的損傷防止として燃料温度に係る熱設計
基準値を設定。

・燃料の一部溶融を伴う試験の場合は、燃料溶融割合を制限
することで被覆管の機械的損傷防止を図る。

・被覆管の円周方向引張全歪は、SUS316の破断時の円周方向
引張塑性歪の実験データに十分な設計余裕を考慮した3％
以内とする。

【燃料の最大溶融割合】

SUS316の破断時の円周方向塑性歪

・燃料温度計算により、燃料融点を超える
領域を溶融領域とする。

・以下の計算式で径方向断面の溶融割合Vm
を計算する。

・軸方向の最大値を最大溶融割合とする。

溶融半径rm

燃料半径ro

燃料固相部

溶融領域

最大

（燃料要素径方向断面） （燃料要素軸方向断面）

𝑉𝑚 =
𝑟𝑚

2

𝑟𝑜
2
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酸化物燃料を溶融させる場合の熱設計基準値の設定

固相部

溶融領域

ｒｍ

ｒｓ

ｒol

固相部
の厚み

ギャップ

固相部の内面

被覆管

膨張した固相部の内面半径

膨張した固相部の厚み

膨張した被覆管の厚み

オーバーラップ量

ｒol＋Δｒol（膨張後の被覆管内半径）

ｒｓ＋Δｒｐ（膨張後のペレット外半径）

𝜀 =
膨張した燃料と膨張した被覆管のオーバーラップ量

膨張した被覆管の外半径

=
Δ𝑟𝑓 − Δ𝑟𝑐𝑖 − Δ𝐺

𝑟𝑐𝑜 + Δ𝑟𝑐𝑜

・ペレットは相変化に伴う膨張及び熱膨張を、被覆管は熱膨
張を考慮する。照射に伴う中心空孔の生成、等軸晶及び柱
状晶の組織変化による収縮は考慮しない。

・ペレットは、温度分布に沿って径方向に自由膨張するもの
とする。

・ペレットの相変化に伴う膨張は、溶融先端の試料ペレット
を押し上げて軸方向に生じるものとする。

・ペレットは、液相及び固相で非圧縮性とする。
上記に基づき、被覆管円周方向引張全歪を評価。

3%を超えないよう、熱設計基準値を「溶融割合を30%」とする。

被覆管歪の評価モデル

【被覆管歪の評価】

さらに、
過出力時に30%（熱設計基準値）を超えない通常運転時の溶融割
合として「溶融割合20%を熱的制限値」とする。
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炭化物燃料の燃料最高温度に係る熱設計基準値の設定

【熱設計基準値】

【プルトニウム・ウラン混合炭化物燃料の特徴】

・(U,Pu)C、(U,Pu)2C3
・プルトニウム・ウラン混合酸化物燃料と比較して

＞核分裂性物質密度が約30%大きい
＞3～5倍高い熱伝導度

・溶融温度を熱設計基準値とする。
・固相線温度はUCの値からPuCの値へ直線的に減少。
・Pu含有率25%※に対しては、再分布を考慮した35%
に対して固相線温度は2,190℃。

・不確かさを50℃考慮して、Pu含有率25%※に対する
熱設計基準値を2,140℃。

※基礎試験用要素の制限値。
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窒化物燃料の燃料最高温度に係る熱設計基準値の設定

【熱設計基準値】

【プルトニウム・ウラン混合窒化物燃料の特徴】

・(U,Pu)N
・高い重金属元素密度、高い融点、優れた熱伝導度
・燃料の高温分解

・燃料温度に対応する窒素分圧となるまで、窒化物燃料
は分解する。

・温度上昇により分解が進行した場合、溶融温度及び溶
融温度に対応する窒素分圧となった後、窒化物として
溶融する。

・溶融温度についてはPuNが低く、窒素圧についてはUN
が低いため、PuNの分解温度を熱設計基準値とする。

・UN溶解時の窒素圧は約2atm。安全上、被覆管内圧の
上昇を抑制する観点から窒素圧を0.1atmに制限。

・0.1atm時のPuNの分解温度を図から2,440℃。実験値
の不確かさ50℃を考慮し、熱設計基準値を2,390℃。
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金属燃料の燃料最高温度に係る熱設計基準値の設定

【熱設計基準値】

【プルトニウム・ウラン混合金属燃料の特徴】

・U-Pu-Zr合金
・射出鋳造・乾式再処理技術の適用による経済性向上

・溶融温度を熱設計基準値とする。
・融点は、U,Pu,Zrの組成によって決まる。
・U-Pu-Zr３元系状態図よりU-Zr合金及びU-Pu-Zr合金の固相線温度が評価されて
おり、燃料組成について整理して固相線
温度を評価。

・金属燃料の仕様範囲で最も固相線温度が
低くなるのは、プルトニウム混合比21％、
ジルコニウム混合比9％の場合で、固相線
温度の評価は1,089℃。

・U-Pu-Zr合金の未照射材の融点測定値と
固相線評価温度の比較（右図）から、不確
かさ25℃を考慮し、熱設計基準値を1,064℃。 1100

1200

1300

1400

1500

1600

1100 1200 1300 1400 1500 1600

実測値（K）

評
価
結
果
（
K
）

U-10.0Pu-15.0Zr[3]
U-12.9Pu-22.5Zr[3]
U-15.0Pu-30.0Zr[3]
U-13.5Pu-16.0Zr[4]
U-12.3Pu-29.0Zr[4]
U-19.5Pu-3.3Zr [5]
U-19.3Pu-14.5Zr[5]
系列3
系列9

25℃



・炉心燃料要素の被覆管最高
温度に対する熱設計基準値
と同じく、急速加熱バース
ト試験の結果から設定。

・オーステナイト系ステンレ
ス鋼の仕様範囲とそれに基
づく被覆管応力を考慮して、
890℃を熱設計基準値とする。

・設定の考え方は炉心燃料要
素の被覆管最高温度に対す
る熱設計基準値と同じだが、
仕様範囲が異なるため、熱
設計基準値の値は異なる。
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【被覆材の主要仕様】

種類 使用末期応力

オーステナイト系ステンレス鋼 7.5kgf/mm2（約74N/mm2）

【急速加熱バースト試験結
果と熱設計基準値】

オーステナイト系ステンレス鋼の被覆管最高温度に係る熱設計基準値の設定
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・設定の考え方はオーステ
ナイト系ステンレス鋼と
同じ。

・高速炉用フェライト系ス
テンレス鋼の仕様範囲と
それに基づく被覆管応力
を考慮して、810℃を熱
設計基準値とする。

フェライト系ステンレス鋼の被覆管最高温度に係る熱設計基準値の設定

【被覆材の主要仕様】

種類 使用末期応力

高速炉用フェライト系ステンレス鋼 10kgf/mm2（約98N/mm2）

【急速加熱バースト試験結
果と熱設計基準値】



種類 炉心頂部（燃料集合体頂部）冷却材圧力

ナトリウム 約0.04N/mm2（約0.4kgf/cm2）

【熱設計基準値の設定の流れ】

・炉内の使用条件から、冷却材の沸点を設定。
・冷却材沸点に対して安全裕度を考慮して設定。
・炉心要素の冷却材最高温度に対する熱設計基
準値と同じ考え方。

【冷却材沸点と熱設計基準値】

・炉内の燃料集合体頂部の冷却材圧力（水頭圧
含む）における沸騰温度は約920℃。

・安全裕度を考慮して910℃と設定。
・炉心燃料要素の冷却材最高温度に係る熱設計
基準値と同じ値。

ナトリウム沸騰温度
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【冷却材の主要仕様】

冷却材最高温度に係る熱設計基準値の設定



熱的制限値の設定

【熱的制限値】
燃料最高温度、最大溶融割合

【熱設計基準値】
燃料最高温度、最大溶融割合

過渡時

通常時

燃料融点

安全余裕

【熱的制限値】
被覆管最高温度

【熱設計基準値】
被覆管最高温度

急速加熱
バースト強度

過渡時

通常時

安全余裕

（ⅰ）燃料温度に係る熱的制限値

（ⅱ）被覆管温度に係る熱的制限値
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酸化物
燃料最高温度：2,680℃
最大溶融割合：30%

その他
燃料最高温度：溶融温度を超えない

酸化物
燃料最高温度：2,540℃
燃料溶融割合：20%

その他
燃料最高温度：溶融温度以下

オーステナイト系ステンレス鋼
被覆管最高温度：890℃

フェライト系ステンレス鋼
被覆管最高温度：810℃

オーステナイト系ステンレス鋼
被覆管最高温度：890℃

フェライト系ステンレス鋼
被覆管最高温度：810℃

開発目標



（ⅰ）冷却材温度

𝑇𝑁𝑎 = 𝑇𝐼𝑁 +
1

𝑊 ∙ 𝐶𝑃
න
0

𝑥

𝑞𝑙 𝑥 𝑑𝑥

（ⅱ）被覆管表面温度

𝑇𝐶𝑜 = 𝑇𝑁𝑎 +
𝐷𝑒
𝐾𝑁𝑎

∙
1

𝑁𝑢
∙
𝑞𝑙

𝜋𝑑𝐶𝑜

（ⅲ）被覆管内面温度

𝑇𝑆 = 𝑇𝐶𝑖 +
𝑞𝑙

Τℎ𝑔 ∙ 𝜋 𝑑𝑃 + 𝑑𝐶𝑖 2

（ⅳ）燃料表面温度

𝑇𝐶𝑖 = 𝑇𝐶𝑜 +
ln( Τ𝑑𝐶𝑜 𝑑𝐶𝑖)

2𝜋𝐾𝐶
∙ 𝑞𝑙

冷却材

DTClad

DTGap

DTFilm

DTFuel

TIn：冷却材入口温度（℃）

TCo：被覆管表面温度（℃）

TNa：冷却材温度（℃）

W：冷却材流量（g／s）

Cp：冷却材比熱（Ws／g℃）

De：水力等価直径（cm）

dCo：被覆管外径（cm）

KNa：冷却材熱伝導度（W／cm／℃）

Nu：ヌセルト数

ql：線出力密度（W／cm）

TCi：被覆管内面温度（℃）

KC：被覆管熱伝導度（W／cm／℃）

dCi：被覆管内径（cm）

TS：燃料表面温度（℃）

hg：ギャップ熱伝達率（W／cm2／℃）

dP：ペレット直径（cm）

燃料温度及び被覆管温度計算方法（1/2）
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温度計算方法は炉心燃料要素と同じ。

被覆管

燃料

半径 r

温度 T



න
𝑇𝑆

𝑇2

)𝑘(𝜌3, 𝑇 𝑑𝑇 =
𝑞𝑙

4𝜋
1 −

𝑟2
2

𝑟3
2

න
𝑇2

𝑇1

)𝑘(𝜌2, 𝑇 𝑑𝑇 =
𝑞𝑙

4𝜋

𝑟2
2

𝑟3
2

𝜌2
𝜌3

1 −
𝑟1
2

𝑟2
2 + 2 1 −

𝜌2
𝜌3

ln
𝑟2
𝑟1

න
𝑇1

𝑇𝑝

)𝑘(𝜌1, 𝑇 𝑑𝑇 =
𝑞𝑙

4𝜋

𝑟0
2

𝑟3
2

𝜌1
𝜌3

𝑟1
2

𝑟0
2 − 1 − 2 ln

𝑟1
𝑟0

a) 未変化領域

（ⅴ）燃料最高温度
溶融温度に達しない範囲の燃料最高温度は
以下の通り組織変化を考慮した式により計算する。

b) 等軸晶領域

c) 柱状晶領域

柱状晶領域

等軸晶領域
未変化領域

中心空孔

r0

r3

r2

r1
ρ3

ρ2
ρ1

න

燃料温度及び被覆管温度計算方法（2/2）
18

TS：燃料表面温度（℃）

T2：等軸晶形成温度（℃）

T1：柱状晶形成温度（℃）

Tp：燃料中心温度（℃）

k：ペレット熱伝導度（W／cm／℃）

ρ：ペレット密度（g／cm3）
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項目 物性定数 出典
燃料ペレット熱伝導度 プルトニウム・ウラン混合酸化物燃料

λ =
1 − 𝑝

1 + 0.5𝑝
∙ 𝜆0

λ：気孔率pにおける燃料ペレット熱伝導度（W／m／K）

λ0:100%TDにおける熱伝導度（W／m／K）

p：気孔率(=1-ρ)

ρ＝0.99（柱状晶領域） 1,900℃≦TP
ρ＝0.97（等軸晶領域） 1,400℃≦TP＜1,900℃

ρ＝燃料ペレット初期密度（不変化領域） TP＜1,400℃

T：燃料ペレット温度（K）

X：2.00- O/M O/M：化学量論比

Am：Am含有率 Np：Np含有率

加藤らの式

ギャップ熱伝達率 照射燃料集合体の場合

hg =
𝐶1 + 𝐶2𝑄

𝐺0 − 𝐶3𝐷𝑝𝑖𝑛𝑄 + 𝐶4

hg：ギャップ熱伝達率（W／cm2／℃）
G0：製造時直径ギャップ幅（cm）
Dpin：製造時被覆管内径（cm）
Q：線出力（W／cm）
C1～C4は照射試験及び物性値から評価し設定される係数で、以下の通り。
C1：ギャップ部のガス熱伝導度に由来する係数 （W／cm2／℃）
C2：燃料ペレットの熱膨張係数に由来する係数 （1／℃）
C3：燃料ペレットの熱膨張係数に由来する係数 （cm／W）
C4：温度ジャンプ距離に由来する係数 （cm）

熱計算に用いる物性値（1/2）
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項目 物性定数 出典
被覆管熱伝導度 オーステナイト系ステンレス鋼

KC＝0.132＋1.3×10-4TC
KC：被覆管熱伝導度（W／cm／℃）
TC：被覆管温度（℃）

International Nickel
Company

被覆管表面熱伝達率

hfilm＝ Nu

hfilm：被覆管表面熱伝達率（cal／cm2／s／℃）

D：水力等価直径（cm）

KN：冷却材熱伝導度（cal／cm／s／℃）

Nu：ヌセルト数 Nu＝7.0＋0.025Pe0.8

Pe：ペクレ数

Dwyerの式

Lyonの式

冷却材比熱 CP＝0.3433－1.387×10-4TN＋1.106×10-7TN
2

CP：冷却材比熱（cal／g／℃）

TN：冷却材温度（℃）

ANL － 7323

冷却材密度 γ＝0.9500－2.298×10-4TN－1.461×10-8TN
2＋5.638×10-12TN

3

γ：冷却材密度（g／cm3）

TN：冷却材温度（℃） (100℃～1,400℃)

ANL － 7323

冷却材粘性係数 logμ＝－1.4892＋220.65／TN－0.4925logTN

μ：冷却材粘性係数（g／cm／s）

TN：冷却材温度（Ｋ）

ANL － 7323

冷却材熱伝導度 KN＝0.93978－3.2505×10-4TN＋3.6192×10-8TN
2

KN：冷却材熱伝導度（W／cm／℃）

TN：冷却材温度（°F ）

ANL － 7323

冷却材エンタルピー H＝1.628393TN－4.16517×10-4TN
2＋1.534903×10-7TN

3－554.5873

H：冷却材エンタルピー（W・s／g）

TN：冷却材温度（K）

ANL － 7323

KN
D

熱計算に用いる物性値（2/2）

各物性値も基本的に炉心燃料要素と同じ。下線箇所は今回の申請で変更。
ギャップ熱伝達率は燃料要素の仕様に依存するため、式で与えている。
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工学的安全係数

照射燃料集合体では、試験ごとに燃料要素の寸法、材料等の仕様が異なる。その
ため、炉心燃料要素のように一律に工学的安全係数を設定することができない。

炉心燃料要素 熱設計はノミナル寸法で評価し、燃料製造に係る不
確かさは工学的安全係数（統計項）に含む。

照射燃料集合体に装填す
る燃料要素（特殊燃料要
素及び試験用要素）

照射燃料集合体に装填される燃料要素は、燃料ペ
レットの充填位置も含め管理する。
試験ごとに燃料要素の寸法公差や材料等の仕様など
を定めて評価を行うため、工学的安全係数には燃料
製造に係る不確かさは含まない。

原子炉全体に係る項目のみを考慮することとし、以下の工学的安全係数を用いる。
照射燃料集合体の工学的安全係数：1.05

炉心燃料要素と照射燃料集合体に装填する燃料要素には以下の特徴がある。
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No.266
・許可段階の燃料仕様範囲では制限を逸脱する組合せが存在するが、設工認段階
及び運転段階（保安規定）で制限を逸脱しないことを担保する方法を明確にす
るとともに、申請書に記載すること。

・熱設計及び燃料設計において、設置変更許可申請の段階では想定される照射試験を
踏まえて燃料要素の仕様を一定の範囲に限定すること、及び設計及び工事の計画の
認可申請の段階で、確定した燃料要素の仕様を用いて制限を設定し、照射燃料集合
体の健全性を確保することを申請書に記載する（補正にて対応）。

・運転段階の管理方法を保安規定に定めることを申請書に記載する。
・保安規定には、運転計画書の確認事項として燃料集合体の熱的制限値を確認するこ
とを明確に記載する。

→設工認段階及び運転段階での管理方法について詳細を説明する。



（設工認段階及び運転段階の管理方法）

23



24設置変更許可申請書への記載（1/2）

設置変更許可申請、設工認申請、製作・使用段階における制限の考え方を明確にするため、設置変更
許可申請書に以下のとおり記載する。

3.3 炉心構成
…
運転における炉心は、炉心構成、核的制限値、熱的制限値、炉心特性の範囲において構成する。炉心構成の運用

の手続きについては、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」の第37 条に基づく原子炉施設
保安規定に定める。

補正申請 添付書類八（H30年10月26日申請）の記載

添付書類八の補正案
3.5 熱設計
3.5.1 設計方針
…
照射燃料集合体では、試験目的に応じて、燃料材や被覆材の種類、寸法や燃料材物性を組み合わせ、所定の照射

試験条件を実現する。そのため、設置変更許可申請の段階にあっては、想定される照射試験を踏まえ、燃料要素の
仕様を一定の範囲に限定する。
熱設計基準値及び熱的制限値にあっては、当該仕様の組合せを考慮し、燃料最高温度又は燃料最大溶融割合（径

方向断面における溶融割合の最大）、被覆管最高温度（肉厚中心）及び冷却材最高温度について、熱設計基準値及
び熱的制限値を定める。なお、熱設計基準値及び熱的制限値は、最大値として設定したものであり、「核原料物質、
核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」の第27条に基づく設計及び工事の計画の認可申請の段階にあっては、
確定した燃料要素の仕様を用いて、個別に熱設計基準値及び熱的制限値を設定するため、当該値は、設置変更許可
申請の段階で定めた熱設計基準値及び熱的制限値を下回る場合がある。
熱設計に使用する設計計算手法及び物性定数についても、設置変更許可申請の段階で、代表的なものを定め、設

計及び工事の計画の認可申請の段階において、確定した燃料要素の仕様を用いて個別に定めるものとする。
また、熱設計に使用する工学的安全係数にあっては、燃料の仕様に依存しない原子炉熱出力の測定誤差等による

工学的安全係数を、設置変更許可申請の段階で定め、燃料の仕様に依存するものについては、設計及び工事の計画
の認可申請の段階において、確定した燃料要素の仕様を用いて個別に定める。



25設置変更許可申請書への記載（2/2）

添付書類八の補正案
3.5.2 熱設計基準値及び熱的制限値
3.5.2.1 熱設計基準値
照射燃料集合体に装填する燃料要素は、その仕様範囲も考慮し、最高温度となる熱設計基準値を定める。「核原

料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」の第27条に基づく設計及び工事の計画の認可申請の段階に
あっては、製作する燃料要素の仕様を踏まえ、最新知見も考慮して個別に熱設計基準値を定める。
…
3.5.2.2 熱的制限値
照射燃料集合体に装填する燃料要素は、その仕様範囲も考慮し、最高温度となる熱的制限値を定める。「核原料

物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」の第27条に基づく設計及び工事の計画の認可申請の段階にあっ
ては、製作する燃料要素の仕様を踏まえ、最新知見も考慮して個別に熱的制限値を定める。
…

3.7 燃料集合体
3.7.3 照射燃料集合体
3.7.3.1 設計方針
…
照射燃料集合体の燃料設計では、熱設計と同様に、設置変更許可申請の段階で、想定される照射試験を踏まえ、

燃料要素の仕様を一定の範囲に限定し、設計及び工事の計画の認可申請の段階で、確定した燃料要素の仕様を用い
て、制限を設定し、照射燃料集合体の健全性を確保する。
燃料最高温度にあっては、燃料材が確定している燃料要素について、設置変更許可申請の段階で制限を定めるが、

先行試験用要素及び基礎試験用要素においては、複数の燃料材を使用するため、設置変更許可申請の段階では、先
行試験用要素の酸化物燃料を除き、「燃料材の一部溶融」を許容しないことを示すため、溶融温度を制限とし、設
計及び工事の計画の認可申請の段階において、確定した燃料要素の材料の種類に応じて個別に設定する。機械設計
に使用するSm値や設計疲労曲線についても、同様に、設計及び工事の計画の認可申請の段階において、確定した燃
料要素の仕様を用いて個別に定める。
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（運転計画）
第１００条 高速炉技術課長は、炉心構成変更後の原子炉の運転（以下「サイクル運転」という。）を行う場合、
次の各号に掲げる事項を記載した運転計画書を、サイクル運転の開始前に作成し、高速炉第１課長及び関係する
課長と協議のうえ、高速実験炉部長の確認を受ける。第２号から第７号を変更する場合も同様とする。

(1) 運転開始及び停止の予定日
(2) 運転出力
(3) 炉心構成
(4) 過剰反応度、制御棒反応度制御能力、制御棒反応度添加率最大及び後備炉停止制御棒反応度制御能力
(5) 反応度係数
(6) 燃料最高温度及び被覆管最高温度
(7) 照射試料等の挿入位置、数量及び推定反応度
(8) その他特記事項
２ 前項第３号の炉心構成は、別表第３１.１に掲げる炉心燃料領域の炉心構成の値を満たす。
３ 第１項第５号の反応度係数は、別表第３１.２に掲げる反応度係数の値を満たす。
４ 第１項第６号の燃料最高温度及び被覆管最高温度のうち、炉心燃料集合体については、別表第３１.２に掲げる

炉心燃料集合体の熱的制限値を満たす。照射燃料集合体及び照射用実験装置については、法第２７条に基づく、
当該照射燃料集合体及び照射用実験装置の設計及び工事の方法の認可申請書に定める設計条件を満たす。

５ 高速実験炉部長は、第１項に定める運転計画書について、高速炉センター長の承認を受ける。
６ 高速炉センター長は、前項の承認を行う場合は、あらかじめ常陽原子炉主任技術者の同意を得る。
７ 高速炉センター長は、第５項の承認をした場合は、その旨を所長に報告する。

保安規定への記載

保安規定（変更案、H30年10月26日申請）の記載

・保安規定の変更により、運転計画書の確認事項として燃料集合体の熱的制限値を追加。
・照射燃料集合体では、原子炉の運転に先立って“燃料最高温度（最大溶融割合）及び被
覆管最高温度が設計及び工事の計画の認可申請書に定める設計条件を満たす”ことを確
認する。
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No.267
・設置変更許可段階で仕様の幅が広い先行試験用要素に対して代表性を有する値
を設定できるのか。振動充填燃料などデータの少ない燃料についてもどういっ
た基準で熱的制限値を定めるのか説明すること。

・先行試験では照射挙動が不明確な材料を燃料材に用いた燃料の照射試験を実施し、
基礎試験では照射挙動が不明確な材料を被覆材に用いた燃料の照射試験を実施する。

・酸化物以外にも、炭化物、窒化物、金属を使用。
・先行試験用要素では、燃料を「ペレット」に限定していない。振動充填燃料も想定。

→先行試験用要素及び基礎試験用要素の燃料設計で考慮する点について、「照射
データの少ない燃料の燃料設計の考え方」で説明する。

→熱設計基準値及び熱的制限値の設定の考え方については、No.266の回答の詳細説
明「照射燃料集合体の熱設計」にて説明する。



（照射データの少ない燃料の
燃料設計の考え方）
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先行試験及び基礎試験の概要

燃料要素 燃料材 被覆材

先行試験用
要素

プルトニウム又はウランの単体又は混合物
の酸化物、炭化物、窒化物又は金属
（試験目的に応じて、マイナーアクチニドや
核分裂生成物を混入（≦50wt％）。また、ペ
レットでない酸化物において、ウラン金属を
混入し、O/M比を調整可能（≦10wt％））

オーステナイト系ステンレス鋼又は高速
炉用フェライト系ステンレス鋼（酸化物
分散強化型を含む）

基礎試験用
要素

プルトニウム・ウラン混合酸化物焼結ペレッ
ト、プルトニウム・ウラン混合炭化物焼結ペ
レット、プルトニウム・ウラン混合窒化物焼
結ペレット、プルトニウム・ウラン混合金属
スラグ（Pu含有率それぞれ32wt%以下、25wt%
以下、30wt%以下、20wt%以下）

ステンレス鋼
（クロム又はクロムとニッケルを含有さ
せた合金鋼（クロム含有率10.5%以上、
炭素含有率1.2%以下）、酸化物分散強化
型を含む）

先行試験：照射挙動が不明確な材料を燃料材に用いた燃料要素を照射する試験
基礎試験：照射挙動が不明確な材料を被覆材に用いた燃料要素を照射する試験

・照射中の挙動が不明確な燃料材や被覆材の照射を実施するため、厚肉のキャプセル（内壁構
造容器、密封構造容器）に装填した上で、コンパートメントに収納することで安全性を向上
させる。

・先行試験の燃料材、基礎試験の被覆材は、高速増殖炉の開発目的を踏まえて選定し、設工認
段階でその仕様を明確にするとともに健全性を評価する。
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照射燃料集合体（先行試験及び基礎試験用）

集合体
・Ｂ型照射燃料集合体

燃料要素
・先行試験用要素
・基礎試験用要素

コンパートメント
・γ型コンパートメント（先行試験用）
※内壁構造容器1本を収納

・γ型コンパートメント（基礎試験用）
※密封構造容器1本を収納

キャプセル
・内壁構造容器
※先行試験用要素を装填

・密封構造容器
※基礎試験用要素を装填
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炭化物燃料の燃料設計における考慮

【燃料設計における考慮】

【プルトニウム・ウラン混合炭化物燃料の一般的な特徴】

・(U,Pu)C、(U,Pu)2C3
・プルトニウム・ウラン混合酸化物燃料と比較して

＞核分裂性物質密度が約30%大きい
＞3～5倍高い熱伝導度

・FPガス放出率は、MOX燃料に比べて低い。
・核分裂性物質密度がMOX燃料より高く、スエリングが大きい。
・MOX燃料のような被覆管腐食は起きず、被覆管との浸炭が見られる。

・熱設計では、安全側に組織変化の効果を考慮しない設計を行う。
・燃焼とともにFPガス放出率は上昇するが、設計においては保守的に50%一定と
する。

・被覆管歪は約2at%の燃焼度でペレットと被覆管のギャップが完全に埋まったこ
とがわかり、スエリングは約1.5%/at%BUであったと評価されて保守的に
2%/at%BUで設計する。

・浸炭層を100μmとし、この浸炭層を減肉とみなす。
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窒化物燃料の燃料設計における考慮

【プルトニウム・ウラン混合窒化物燃料の一般的な特徴】

・(U,Pu)N
・高い重金属元素密度、高い融点、優れた熱伝導度。
・燃料に比べ低いFPガス放出率。
・核分裂性物質密度がMOX燃料より高く、スエリングは大きな値を示す。
・MOX燃料のような被覆管腐食は起きず、被覆管の窒化が起きる。
・燃料の高温分解。

・炭化物燃料と同様に組織変化が生じにくいことから、組織変化の効果を考慮し
ない設計を行う。

・FPガス放出率は、設計においては保守的に50%一定とする。
・約3at%の燃焼度でペレットと被覆管のギャップが完全に埋まったことがわかり、
スエリングは約1.8%/at%BUであったと評価されている。設計では保守的に
2%/at%BUとする。

・保守的に窒化層を100μmとし、設計においてはこの窒化層を減肉とみなして評
価する。

【燃料設計における考慮】
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金属燃料の燃料設計における考慮

【プルトニウム・ウラン混合金属燃料の一般的な特徴】

・U-Pu-Zr合金。
・射出鋳造・乾式再処理技術の適用による経済性向上。
・被覆管と燃料スラグの間のギャップにナトリウムを充填。
・燃料スラグ成分と被覆管成分との共晶反応によって境界部に液相が形成し、被
覆管が侵食され、減肉する（被覆管液相腐食）。

・U-Pu-Zr合金の熱伝導度は、FPガス生成によるガス気孔形成に伴う熱伝導度の低
下を考慮する。なお、燃焼が進むと燃料スラグ中のガス気孔の成長と拡散が進み、
燃料スラグ外部と通じる開気孔が形成され、燃料スラグ内部にボンドナトリウム
が浸入することにより熱伝導度が上昇するが、ナトリウムの燃料スラグへの浸入
は考慮せず、燃焼に伴う効果を保守側に評価する。

・被覆管-燃料スラグの熱伝達は、ボンドナトリウム部の熱伝達率をナトリウムの
熱伝導のみを考慮して計算する。

・FP腐食と液相腐食を被覆管内面腐食として考慮する。

【燃料設計における考慮】
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振動充填燃料の燃料設計における考慮

【振動充填燃料（バイパック、スフェアパック）の特徴】

・先行試験用要素では燃料の形状をペレットまたはスラグに限定しておらず、振
動充填燃料も想定している。

・製造工程が簡素化。
・球状粒子燃料（スフェアパック粒子燃料）、非球状粒子燃料（バイパック顆粒
燃料）。

・熱伝導度がペレット燃料より小さい。
・照射挙動（組織変化開始温度、組織変化領域密度、FP放出挙動）がペレット燃
料と異なる。

【燃料設計における考慮】

・物性式は最新知見も考慮し、ペレット燃料と独立に設定する。
・組織変化開始温度や組織変化領域密度をペレット燃料より低く設定するなど、ペ
レット燃料とは独立に設定する。

・設計に使用する物性式や組織変化モデルは設工認段階で定め、申請書に記載する。
・ペレット燃料と同様に被覆管の健全性を確保する設計であり、さらに万一の事故
に備えて内壁構造容器を使用する。
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溶融領域

ＭＦＣＩ領域

破損孔

試験用要素

冷却材流路

破損前 破損後

内壁構造容器胴

溶融領域

燃料

被覆管

被覆管の健全性を確保する設計とするが、万一被覆管が破損しても、内壁構造容器が健全で
あることを確認する。

・万一、溶融燃料が内壁構造容器内のナトリウ
ム中に放出された場合、
＞先行試験用要素内の核分裂性生成ガス（FP
ガス）が内壁構造容器内のナトリウム中へ
放出。

＞燃料部が溶融していることもあるため、溶
融燃料とナトリウムの相互作用（Molten
Fuel Coolant Interaction: MFCI）による
圧力が発生（左図）。

・内壁構造容器内で発生する圧力を計算コード
ＳＡＳ４Ａにより評価。
・内壁構造容器内で発生する圧力を内壁構造容
器の耐圧が上回ることをもって、内壁構造容
器の健全性を確認する。

計画的に燃料を溶融させる場合の燃料設計における考慮（1/3）
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SAS4A解析モデル
解析条件
・内壁構造容器、先行試験用要素を円筒でモデル化。
・先行試験用要素の被覆管外径を最大の8.5mm。
・燃料ペレット外径最大の7.5mm。
・最大断面溶融割合に対する設計余裕として、保守的
に熱設計基準値の30%を上回る40%に設定。

評価結果

発生圧力
内壁構造容器

の耐圧

最大13.2MPa 30.6MPa

計画的に燃料を溶融させる場合の燃料設計における考慮（2/3）
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下部
ストレーナ

内壁構造容器胴

上部
ストレーナ

試験用要素

内壁構造容器

燃料ペレット

シュラウド管

（上面）

・内壁構造容器にストレーナを設
置し、冷却材出口部を多数の小
口径の孔とする。

・ストレーナ孔径を炉心燃料要素
の冷却材流路を確保するスパイ
ラルワイヤ径（Φ0.9）より小さ
いものとする。

→炉心燃料集合体の冷却を阻害す
るおそれのある粒径の燃料粒子
がコンパートメントの外側へ放
出されない構造となる。

炉心の冷却を阻害する物の内壁構
造容器外への放出がないことを確
認する。

24×5-φ0.8

31-φ0.8

31-φ0.8

計画的に燃料を溶融させる場合の燃料設計における考慮（3/3）
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フェライト系ステンレス鋼の燃料設計における考慮（1/3）

・12～25%Crを含有するFe-Cr系合金
・体心構造
・オーステナイト系ステンレス鋼（面心構造）と比較して

＞熱伝導率が良い
＞熱膨張率が小さい
＞耐スエリング性に優れる

熱応力を低減できる

【フェライト系ステンレス鋼の一般的な特徴】

【高速炉用フェライト系ステンレス鋼（PNC-FMS鋼）】

・Fe-12Crを主成分
・高温強度（主に耐クリープ強度）を改良
（JIS鋼（405、410L）と比較すると、固溶強化元素としてMo、Wを、析出強化
元素としてV、Nbを添加することで高温強度（主にクリープ強度）を向上さ
せている。）
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【引張強さ】

・高温域ではSUS316相当ステンレス鋼（PNC316）より低い値。
・通常運転時の最高使用温度（熱的制限値）を610℃と低く制限することで
健全性を確保する。

(1)降伏強さ（Sy） (2)引張強さ（Su）

フェライト系ステンレス鋼の燃料設計における考慮（2/3）
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フェライト系ステンレス鋼の燃料設計における考慮（3/3）

【衝撃特性】

・フェライト系ステンレス鋼は高温及び低温環境下において脆化が起こることが
ある。

・運転期間中において脆化しないように設計する。

・照射温度範囲350℃～650℃におい
て最も高いDBTTを示す照射温度
350℃において、応力集中係数を
横軸にDBTTを整理（左図）。

・応力集中係数を3.0（被覆管最
大）とし、被覆管肉厚最大0.8mm
を考慮して試験片1mmの値で考え
ると、最大のDBTTで約110℃とな
る。これは運転期間中の最低温度
を下回るので、運転期間中におい
てその破壊形態が脆性側に遷移す
ることはない。
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先行試験用要素・基礎試験用要素の燃料設計（1/4）

項目 先行試験用要素
（溶融なし）

先行試験用要素
（溶融あり）

基礎試験用要素

燃料部種類 PuU混合酸化物燃料 PuU混合酸化物燃料 PuU混合酸化物燃料

Pu含有率[wt%] 30 30 30

ペレット直径[mm] 7.32 6.44 7.32

直径ギャップ[mm] 0.18 0.16 0.18

初期理論密度[%TD] 95 95 95

被覆管種類 高Niオーステナイト
系ステンレス鋼(A)

高Niオーステナイト
系ステンレス鋼(A)

SUS316相当ステンレ
ス鋼

被覆管外径[mm] 8.5 7.5 8.5

被覆管肉厚[mm] 0.5 0.45 0.5

O/M比 1.97 1.97 1.97

最大線出力密度
[W/cm]

450 640 450

被覆管最高温度 700 650 700

【燃料要素評価仕様・評価条件（通常運転時）】
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・設計仕様・設計条件のも
とで、照射初期から燃焼
速度一定として計算する。

・被覆管肉厚は、Naによる
外面腐食、FPによる内面
腐食を考慮する。

項目 値
燃料要素内ガスモル量 4.9×10-2mol（使用末期）
初期ガスモル量 1.5×10-3mol
蒸発性不純物ガスモル量 1.8×10-3mol

プレナム体積
上部：29g/cm3

下部：7.5g/cm3

被覆管内圧 92kgf/cm2（使用末期）
被覆管肉厚 （次ページに記載）
被覆管一次膜応力 14.1kgf/mm2（使用末期）
計算時間(∆𝑡) 720h（76ステップ(𝑛)）
クリープ破断時間評価式 （表の下に記載）
評価応力に考慮する安全係数 0.8

𝐿𝑀𝑃 = 27.121 − 3.898 log 𝜎𝑟

𝐿𝑀𝑃 = 𝑇 18.91 + log 3𝑡𝑟 × 10−3

𝐿𝑀𝑃

クリープ破断時間の評価には、ラーソン・ミラー・パラメータ
で整理した以下の式を用いる。

𝑇

𝑡𝑟

𝜎 ：応力

：ラーソン・ミラー・パラメータ

：破断時間

：温度


𝑖=1

𝑛
∆𝑡𝑖

𝑡𝑟𝑖
≤ 1.0（制限値）

クリープ寿命分数和

= 42.208 − 45.286 log 𝜎𝑟 + 37.655 log 𝜎𝑟
2 − 11.353 log 𝜎𝑟

3

(𝜎𝑟 < 10.5kgf/mm2)

(𝜎𝑟 ≥ 10.5kgf/mm2)

𝑖：負荷サイクル数
∆𝑡𝑖 ：全寿命のうち、平均温度𝑇𝑖に

おいて一次一般膜応力強さが
𝜎𝑟 𝑖である負荷サイクル𝑖の累
積持続時間

𝑡𝑟𝑖：温度𝑇𝑖 、応力強さ 𝜎𝑟 𝑖に対す
る許容時間

先行試験用要素・基礎試験用要素の燃料設計（2/4）

【応力及びクリープ寿命
分数和の計算】
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先行試験用要素・基礎試験用要素の燃料設計（3/4）

被覆管肉厚 被覆管内圧

被覆管応力 クリープ寿命分数和
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先行試験用要素・基礎試験用要素の燃料設計（4/4）

先行試験用要素
（溶融なし）

先行試験用要素
（溶融あり）

基礎試験用要素

燃料最高温度
（燃料最大溶融割合）

約2,510℃ 約30% 約2,510℃

被覆管の歪（燃料と被
覆管の相互作用）

－ 約1% －

被覆管内圧 約9.02MPa － 約7.09MPa

クリープ寿命分数和 約0.2 － 約2.0

被覆管一次膜応力
（過出力時）

約143.3N/mm2

(Sm：153.5N/mm2)
約6.8N/mm2

(Sm：228.4N/mm2)
約113.0N/mm2

(Sm：118.3N/mm2)

燃料要素評価結果



45

内壁構造容器・密封構造容器の熱設計
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第３図 最大線出力密度と最高温度及び冷却材流量の関係（先行試験用）
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第４図 最大線出力密度と最高温度及び冷却材流量の関係（基礎試験用）

被覆管最高温度

密封構造容器最高温度

最大線出力密度

675

750

内壁構造容器の最高温度と冷却材流量の関係 密封構造容器の最高温度と冷却材流量の関係

定格出力
熱的制限

値

運転時の
異常な過
渡変化時

熱設計
基準値

被覆管 約750℃ 750℃ 約870℃ 890℃

内壁構造容器 約675℃ 675℃ 約770℃ 890℃

密封構造容器 約675℃ 675℃ 約770℃ 890℃

・γ型コンパートメントは～400g/sの流量を
確保可能で、最大線出力密度の条件であっ
ても、必要な冷却材流量を確保可能。

・定格時の内壁構造容器及び密封構造容器の
最高温度は熱的制限値を超えることはない。

・運転時の異常な過渡変化時に到達しうる密
封構造容器の最高温度も熱設計基準値を超
えない。


